
 

第 ２ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政 策 会 議 案 件 書 （ 報 告 案 件 ）  

 

 令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
保 健 福 祉 部 健 康 づ く り 課  

案 件 名 称  第 ２ 期 み う ら 保 健 計 画 の 策 定 に つ い て  

部 門 経 営  

会 議 で  

審 議 し た 日  

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日  

資 料 の 有 無  ■ 有        □ 無  

報 告 事 項  

 第 ２ 期 み う ら 保 健 計 画 を 別 紙 の と お り 策 定 す る こ と に つ

い て 、 生 活 支 援 政 策 経 営 会 議 に お い て 審 議 し 、 決 定 し た 。  

  現 状 と 課 題 は 、 下 記 の と お り で あ る 。  

本 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、 保 健 福 祉 部 内 技 術 職 ワ ー キ

ン グ グ ル ー プ に よ る 協 議 、 三 浦 市 医 師 会 お よ び 鎌 倉 保 健 福

祉 事 務 所 三 崎 セ ン タ ー へ の 意 見 聴 取 を 経 た 後 、 パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト を 実 施 し 、 意 見 募 集 を 行 っ た 。  

 な お 、 本 計 画 は 令 和 ６ 年 第 １ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 報 告

す る 予 定 で あ る 。  

 

記  

健 康 増 進 法 （ 平 成 １ ４ 年 ８ 月 ２ 日 法 律 第 １ ０ ３ 号 ） 第 ８

条 第 ２ 項 に お い て 『 市 町 村 は 、 基 本 方 針 及 び 都 道 府 県 健 康

増 進 計 画 を 勘 案 し て 、 当 該 市 町 村 の 健 康 の 増 進 の 推 進 に 関

す る 施 策 に つ い て の 計 画 （ 以 下 「 市 町 村 健 康 増 進 計 画 」 と

い う 。） を 定 め る よ う 努 め る も の と す る 。』 旨 規 定 さ れ て い

る 。  

 こ の こ と を う け 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 に 「 み う ら 保 健 計 画 （ 第

１ 期 ）」 を 策 定 し 、 子 ど も は 故 郷 で あ る 三 浦 の 街 ・ 人 を 好 き

に な っ て 、 す く す く 成 長 し て ほ し い 、 大 人 は 元 気 に 歳 を 重

ね 、 高 齢 に な っ て も 活 躍 し て ほ し い と い う 思 い を 込 め 、 施

策 の 推 進 を 図 っ て き た 。 第 １ 期 計 画 が 令 和 ５ 年 度 に 期 間 満

了 （「 健 康 日 本 ２ １ （ 第 二 次 ）」 の 期 間 １ 年 延 長 に 合 わ せ 、

第 １ 期 計 画 も ５ か 年 計 画 を １ 年 延 長 ） と な る た め 、 第 １ 期

計 画 の 検 証 と 評 価 を 行 い 、 さ ら な る 健 康 の 増 進 を 課 題 と

し 、 第 ２ 期 み う ら 保 健 計 画 を 策 定 し た 。  



総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

総 合 計 画  大 綱 ３  住 み 心 地 の よ い 都 市 を め ざ し て  

      目 標 ５  安 全 で 安 心 な 生 活 環 境 づ く り  

      施 策 １  市 民 の 「 健 康 力 」 の 増 進 支 援  

備 考  説 明 員  江 原 健 康 づ く り 課 長  

       一 瀬 健 康 づ く り 課 健 康 支 援 Ｇ Ｌ  

 


